
 

議案第 57号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 291 条の 3 第 1 項の規定により、茨城県後期高齢

者医療広域連合規約（平成 19 年市町村指令第 23 号）を、別紙のとおり変更することについ

て、同法第 291条の 11の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 6年 6月 4日 提出 

 

                             阿見町長 千 葉  繁 

 

 

 

 



茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 茨城県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年市町村指令第23号)の一部を次のように変

更する。 

 

第11条第3項を削る。 

 別表第1第2号及び第3号中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

 別表第2備考中「3月31日」を「1月1日」に改める。 

 

  付 則 

 (施行期日) 

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による茨城県知事

の許可のあった日から施行する。ただし、この規約による変更後の別表第1の規定は、令

和6年12月2日から施行する。 

 

 (経過措置) 

2 この規約による変更後の別表第2備考の規定は、令和7年度以後の関係市町村の負担金に

ついて適用し、令和6年度以前の関係市町村の負担金については、なお従前の例による。 



1/1 

茨城県後期高齢者医療広域連合規約新旧対照表  

現行 改正後 備考 

（執行機関の組織） （執行機関の組織）  

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長１人を置く。 第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長１人を置く。  

２ 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき

又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。 

２ 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき

又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

３ 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができな

い。 

  

   

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）  

１ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 １ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付  

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し ２ 資格確認書等の引渡し  

３ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 ３ 資格確認書等の返還の受付  

４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し ４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し  

５ 保険料に関する申請の受付 ５ 保険料に関する申請の受付  

６ 前各号に掲げる事務に付随する事務 ６ 前各号に掲げる事務に付随する事務  

   

別表第２（第18条関係） 別表第２（第18条関係）  

区  分 負 担 割 合 等 

１ 共通経費 均等割       10％ 

人口割       45％ 

高齢者人口割    45％ 

２ 医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第 98条に定める

市町村の一般会計において負担す

べき額 

３ 保険料その他の納付金 

 （高齢者医療確保法第 105 条に

定める市町村が納付すべき額） 

市町村が徴収した保険料等の実額

及び低所得者等の保険料軽減額相

当額 
 

区  分 負 担 割 合 等 

１ 共通経費 均等割       10％ 

人口割       45％ 

高齢者人口割    45％ 

２ 医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第 98条に定める

市町村の一般会計において負担す

べき額 

３ 保険料その他の納付金 

 （高齢者医療確保法第 105 条に

定める市町村が納付すべき額） 

市町村が徴収した保険料等の実額

及び低所得者等の保険料軽減額相

当額 
 

 

備 考 備 考  

１ 人口割の算定は、前年度の３月 31 日現在の住民基本台帳に基づく人口

による。 

１ 人口割の算定は、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に基づく人口

による。 

 

２ 高齢者人口割の算定は、前年度の３月 31 日現在の住民基本台帳に基づ

く満75歳以上の人口による。 

２ 高齢者人口割の算定は、前年度の１月１日現在の住民基本台帳に基づ

く満75歳以上の人口による。 

 

 



議案第 57号説明資料 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について 

 

１． 改正の経緯 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一 

部を改正する法律」の施行に伴い、茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更 

する。 

  

２．改正内容 

現行の被保険者証は改正法の施行日以降は発行されなくなることに伴い、被保険者証 

等の用語の整理を行う他、関係市町村の共通経費負担金の納入額算出に用いる人口及び 

高齢者人口の算定基準日などの整理を行う。 

 

 

   


